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松山広域都市計画事業松山駅周辺土地区画整理事業 

～ともに創る、多様な賑わいと潤いにあふれた 

松山のターミナル拠点～ 
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松山駅周辺土地区画整理事業では、都市景観の向上、安全で快適な歩行空間の確保などを目

的に、地権者の皆様のご協力のもと、全ての電柱について、私有地への設置をすすめています。 

また、電線類の地中化を計画している 4 路線（松山駅北東西線、三番町線、松山駅前竹原線、

松山駅西南北線）沿線では、立上柱付き電柱の場合もあります。 

今後とも電柱の私有地への設置に、皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 昨年８月から９月に実施した事業計画（第４回変更）の縦覧を経て、愛媛県から認可を

いただき、令和２年１１月２日付で事業計画の変更を行いました。 

 主な変更点は、以下のとおりです。 
 

① 特殊街路の新設 

路面電車引込計画について、関係機関と検討を行った結果、軌道配置の変更が必要とな

り、軌道敷設に伴う特殊街路（幅員 14ｍ）を新設しました。 
 

② 区画街路の廃止 

上記特殊街路新設に伴い、松山駅北東西線から松山駅広東西連絡線に渡り、計画してい 

たＬ字の区画街路（幅員 6ｍ）を廃止しました。 
 

③ 公園用地の増加 

南江戸本村公園用地を増加させました。（防災倉庫・自転車置場部分の一部） 

 

 上記変更箇所の詳細な位置は、裏面の計画図に表示していますので、ご確認ください。 

 

事業計画の変更を行いました 

日頃から松山駅周辺整備事業に格別のご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

電柱及び電線類の地中化に伴う立上柱の私有地への設置について 

立上柱付き電柱 イメージ図 

(電線類地中化) 
駅西側地区 電柱設置状況 
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無電柱化計画路線 

〇主な変更箇所    ←凡例 
 

① 特殊街路を新設した箇所 ②区画街路を廃止した箇所 ③公園用地の増加箇所 

①  
 

②  
 

③  
 

事業計画の主な変更箇所及び電線類地中化計画路線 

松山駅北東西線 
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松山駅広東西連絡線 


